
 

 

 

『自転車を安全に乗るため❝青切符制度❞が開始！』 

道路交通法が一部改正され、令和８年４月１日から、

16歳以上の人を対象として、自転車の交通反則通告制度

（青切符）が導入されました。 

主催 大府市役所危機管理課・東海警察署 交通課 
 

項 目 反則金 

ながらスマホ 12,000 円  

信号無視 6,000 円 

右側逆走 6,000 円  

一時不停止 5,000 円  

傘差し運転 5,000 円 

無灯火運転 5,000 円 

並進走行 3,000 円 
 

 

 

 

 

自転車安全運転講習会のご案内 

参加申込書 

氏名  会員番号  受付日  

 

きりとり きりとり 

シルバー事務局まで提出してください（電話連絡でもOKです） 

申込期限：６月１２日(金)   

 

 

 

 

 

113種類ある 
すべての違反行為に
反則金が発生します 

現地集合 
・ 

現地解散 

✖ 

✖ 

✖ 


